
質問書に対する回答票 

提出のあった質問について、回答しますのでご確認ください。 

 

NO. 受付日 質問内容 回答 

1 3 月 11 日 ・参加確認申請書 

 添付資料の専門職の資格証明書とは正看護師又は保健

師のみでよいか。 

ご質問のとおり、提出の必要な専門職の資格証明書は正看

護師と保健師のみです。 

2 ・仕様書Ⅳ１（２） 

 旧体制と新体制の具体的な違いとはなにか。 

基本的には月 1 回のお元気コールの有無のみです。また、旧

体制の利用者負担額は一律 0 円です。 

申請があった場合は全て新体制区分の受付となるため、今

後旧体制利用者は増加することはありません。 

3 ・仕様書Ⅳ２（２）③ 

 「無線回線を利用し」とあるが、自宅敷地内で無線回線

電波が入らない場合は設置不可という解釈でよいか。 

ご質問のとおりです。 

4 ・仕様書Ⅳ２（３）② 

 記載内容について、無停電電源装置や自家発電装置等

の体制を構築し、受信センターのトラブル（故障・停電・

災害等）に備えるという認識でよいか。 

ご質問のとおりです。 

5 ・仕様書Ⅳ２（３）④ 

 記載内容について、緊急・相談業務及び月 1 回以上の

安否確認連絡等を同一センターで実施するという認識で

ご質問のとおりです。 

 



よいか。 

6 ・仕様書Ⅳ２（４）① 

 工事体制について「市内業者を原則とする。」とあるが、

奈良県内の業者であれば県内の市町村について地理や地

域等について把握していると思われるが、奈良県内の業

者であれば問題ないという解釈でよいか。 

取り替え工事は、できるだけ早く行う必要があるので、市内

業者を原則としましたが、近隣市町村で営業している業者

でも、可とします。 

ただし、地理や地域を熟知しており、西吉野地区や大塔地区

等の山間部でも問題なく対応できる業者であることを条件

とします。 

7 ・仕様書Ⅴ 

 ①から⑤までの現在の単価はいくらか 

仕様①･･･800 円 

仕様②－１･･･480 円 

仕様②－２･･･100 円 

仕様③･･･新規仕様のため現在の価格はありません。 

仕様④･･･1,280 円 

仕様⑤･･･900 円 

※いずれも税別 

8 ・仕様書Ⅴ 

 上限、下限価格はいくらか 

上限価格については公表できません。 

下限価格は設定しておりません。 

9 ・仕様書Ⅴ（３） 

 利用者利用料の徴収代行について現在徴収している人

は何人か 

令和 4 年 1 月現在、29 名です。 

10 ・仕様書Ⅴ<参考>設置台数等 

 ⑥の元気コール実施件数について R3 年 1 月～R4 年 1

月までの 12か月間で 2,228件と記載されており、1ヶ月

平均 185 件となりますが、月 1 回の安否確認は希望者の

原則、新体制は全員お元気コールを行いますが、利用者本人

の希望次第で、行わない場合があります。そのため、新体制

の利用者数とお元気コールの実施数に差異があります。 

令和 4 年 1 月現在、246 名にお元気コールを実施していま



みでしょうか。希望者のみの場合、現在の希望者が何人い

るか 

す。 

また、仕様書 V＜参考＞に記載の数字におきましては、 

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 1 月 31 日までの 10 ヶ月間の

数字となっております。 

11 ・仕様書Ⅵ（１） 

 令和 4 年 4 月 1 日までに受信センターの構築や市内の

地理や地域に熟知している市内業者の工事体制等を整備

するという認識でよいか 

おおむねご質問のとおりです。 

市内業者については「質問６」の回答のとおりとします。 

12 ・契約履行実績証明書 

「契約金額欄には契約の総額を税込で記入」とありま

すが、単価契約の場合は、契約書に総額は記載されていな

いため単価を記載するという解釈でよいか 

単価ではなく、実績により取引のあった金額の 1 年間の総

額を記載してください。 

 


